
年収の壁対策として

労働者１人につき最大50万円助成します！

事業主の皆様へ ＬＬ０６０２０１ Ｎｏ．６

要 件
1 人 当 た り
助 成 額

① 賃金の15％以上を追加支給
（ 社 会 保 険 適 用 促 進 手 当 な ど ）

1年目

20万円 ( 注 )

② 賃金の15％以上を追加支給
（ 社 会 保 険 適 用 促 進 手 当 な ど ）

3 年 目 以 降 、 ③ の 取 組

2年目

20万円 ( 注 )

③ 賃金の 1 8％以上を増額
3年目

10万円

（１）手当等支給メニュー

週所定労働時間
の延長

賃金の
増額

1人当たり
助成額

4時間以上 ー

30万円

3時間以上
4時間未満

５％以上

2時間以上
3時間未満

10％以上

１時間以上
2時間未満

15％以上

（２）労働時間延長メニュー

◆社会保険適用促進手当

事業主が社会保険適用に伴い手取り収入を減らさないよう
手当を支給した場合は、本人負担分の保険料相当額を上限として
社会保険料の算定対象としません。

※ 助成額は中小企業の場合。大企業の場合は３／４の額。
※ （２）４時間未満の延長の場合は、併せて基本給の増額が必要。
※ １年目に（１）①の取組による助成（20万円）を受けた後、

２年目に（２）の取組による助成（30万円）を受けることも可
能（併用メニュー）。

（上述の組み合わせの場合に限り、同一の対象者についてメニューをまたい
だ助成を受けることができます。）

キャリアアップ計画書を事前に提出しましょう！

2023（令和５）年10月から、キャリアアップ助成金に
｢社会保険適用時処遇改善コース｣を新設しました！

〇労働者を新たに社会保険に加入させるとともに、収入を増加させる取組を行った事業主に助成

事業主の皆様の

人手不足の解消へ！

※ 本助成金については、2023（令和５）年10月１日から2026（令和８）年３月31日までの間に新たに社会保険の
加入要件を満たし、適用されることとなった労働者が対象になります。

※ キャリアアップ計画書を作成し、取組を開始する日の前日までに、管轄労働局まで

提出してください。（不備があると当日の受理ができませんので、余裕を持ってご準備ください。）

労働者にとって、
・「年収の壁」を意識せず働くことができる。
・社会保険に加入することで処遇改善につながる。

出典：政府広報オンライン（https://www.gov-online.go.jp/media_relations/commercials/202312/video-270966.html）

キャリアアップ助成金

（社会保険の適用）

取組開始

労働時間延長
メニュー

賃上げ、労働時間
延長の取組

手当等の支給 手当等の支給 賃上げ、労働時間
延長の取組

併用メニュー

手当等の支給 手当等の支給 手当等の支給 手当等の支給
基本給（総支給額）
の増額

手当等支給
メニュー

６ヶ月 １年 １年６ヶ月 ２年 ２年６ヶ月

キャリアアップ
計画書の提出

2ヶ月

支給申請
（１回目）

2ヶ月

支給申請
（２回目）

2ヶ月

支給申請
（３回目）

2ヶ月

支給申請
（４回目）

2ヶ月

支給申請
（５回目）

(注)1,2年目は取組から6ヶ月ごとに支給申請（１回あたり10万円支給）

賃上げ等、労働時間
延長あるいはその両
方による増額
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